
承認第 12 号 

 

 

 

 

令和５年度屋久島町一般会計補正予算（第６号）の専決処分事項報告承認について 

 

 

 

地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、令和５年度屋久島町一般会計補正予算（第６号）を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 12 月 11 日 提 出 

屋久島町長  荒木 耕治 

  



専決第 18 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

令 和 ５ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） に つ い て 

 

 

 

 令和５年総務省告示第 244 号による地方税法の一部改正の影響と予想される寄付金の増加にともない、返礼等に要する経

費に多額の不足が見込まれること及び令和元年８月に発生した長峰牧場臨時職員死亡事故に関する訴訟対応などについて、

予算措置及び予算執行において緊急を要するので、地方自治法第 179 条第１項の規定により、令和５年度屋久島町一般会計

補正予算（第６号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 1 1 月 1 3 日 

屋久島町長  荒木 耕治 

  



 

 

令 和 ５ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） 

 

 

 

 令和５年度屋久島町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 240,300 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

13,248,886 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 










